
． ．広報おうめホームページ http://www.city.ome.tokyo.jp/ （４）３０ １ １５

確
定
申
告
書
は
早
め
に
提
出
を 

２
月
16
日
（
木
）
～
３
月
15
日
（
木
）

　
２
月
１
日
（
木
）
～
３
月
31
日
（
土
）
は
、
青
梅
税
務
署
の

駐
車
場
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
。（
身
障
者
用
車
両
を
除
く
）

　
青
梅
税
務
署
へ
お
越
し
の
際
は
、
公
共
交
通
機
関
を
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

　
会
場
が
混
雑
し
て
い
る
場
合
に
は
、
受
け
付
け
を
早
め
に
締

め
切
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
な
る
べ
く
午
後
４
時
ま
で
に

お
越
し
く
だ
さ
い
。
ま
た
、長
時
間
お
待
ち
い
た
だ
く
こ
と
や
、

申
告
内
容
に
よ
っ
て
は
、
作
成
に
相
当
の
時
間
を
要
し
ま
す
の

で
、
余
裕
を
持
っ
て
お
越
し
く
だ
さ
い
。

平

成

29

年

分

の 

所
得
税
・
復
興
特
別
所
得
税
の 

確
定
申
告
書
の
提
出
・
納
税

期�

間
　
２
月
16
日
（
金
）
～
３

月
15
日
（
木
）　
午
前
８
時

30
分
～
午
後
５
時

※
相
談
は
午
前
９
時
か
ら

※
土
・
日
曜
日
を
除
く

会
場
　
青
梅
税
務
署

※�

還
付
申
告
を
す
る
方
は
、
２

月
15
日
以
前
で
も
確
定
申
告�

書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き�

ま
す
。

※�

復
興
特
別
所
得
税
の
計
算
・

記
載
漏
れ
に
ご
注
意
く
だ
さ�

い
。
個
人
の
方
に
つ
い
て

は
、
平
成
25
年
分
か
ら
49
年

分
ま
で
、
復
興
特
別
所
得
税

（
原
則
と
し
て
各
年
分
の
所

得
税
額
の
2.1
％
）
を
所
得
税

と
併
せ
て
申
告
・
納
付
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

※�

公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
の�

合
計
額
が
400
万
円
以
下
で
あ�

り
、
か
つ
、
公
的
年
金
等
に

係
る
雑
所
得
以
外
の
所
得
金�

額
の
合
計
額
が
20
万
円
以
下�

で
あ
る
場
合
に
は
、
所
得
税

お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
の�

確
定
申
告
を
す
る
必
要
は
あ�

り
ま
せ
ん
。（
外
国
の
年
金
が�

あ
る
方
を
除
く
）た
だ
し
、こ�

の
場
合
で
も
、
所
得
税
お
よ

び
復
興
特
別
所
得
税
の
還
付�

を
受
け
る
た
め
に
は
、
確
定

申
告
書
を
提
出
す
る
必
要
が�

あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
所
得
税
お
よ
び
復�

興
特
別
所
得
税
の
申
告
が
必�

要
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、

住
民
税
の
申
告
が
必
要
な
場�

合
が
あ
り
ま
す
。

　
住
民
税
に
関
す
る
詳
細
は
、�

市
市
民
税
課
市
民
税
係
へ
お�

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▽�

29
年
分
の
贈
与
税
の
申
告
書

の
提
出
・
納
税
…
２
月
１
日

（
木
）
～
３
月
15
日
（
木
）

▽�

29
年
分
の
個
人
事
業
者
の
消

費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税
の�

確
定
申
告
書
の
提
出
・
納
税

…
４
月
２
日
（
月
）
ま
で

　
納
期
限
ま
で
に
納
付
し
な
い

と
延
滞
税
が
か
か
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。
期
限
内
に
納
付
で

き
な
い
場
合
は
、
電
話
☎
22
・

３
１
８
５
（
自
動
音
声
で
ご
案�

内
し
て
い
ま
す
の
で
、「
２
」

を
選
択
し
て
く
だ
さ
い
）
で
青

梅
税
務
署
徴
収
部
門
へ
早
め
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

申
告
書
作
成
会
場
の
開
設

　
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所

得
税
、
個
人
事
業
者
の
消
費
税

お
よ
び
地
方
消
費
税
の
確
定
申

告
書
、
贈
与
税
の
確
定
申
告
書

の
作
成
会
場
を
開
設
し
ま
す
。

開�

設
期
間
　
２
月
16
日
（
金
）

～
３
月
15
日
（
木
）

※
土
・
日
曜
日
を
除
く

受�

付
時
間
　
午
前
８
時
30
分
～

午
後
５
時

※
相
談
は
午
前
９
時
か
ら

会�

場
　
青
梅
税
務
署

※�

28
年
分
の
確
定
申
告
書
を

「
税
理
士
会
に
よ
る
無
料
申

告
相
談
会
場
」、「
市
町
村
の

相
談
会
場
」
で
提
出
し
た
方

に
は
、
29
年
分
の
確
定
申
告

等
の
用
紙
は
送
付
さ
れ
ま

せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

２
月
18
日
（
日
）、25
日
（
日
）
は 

立

川

税

務

署

で

も 

受

け

付

け

ま

す

受�

付
時
間
　
午
前
８
時
30
分
～

午
後
５
時

※
相
談
は
午
前
９
時
か
ら

会�

場
　
立
川
税
務
署
（
立
川
市

緑
町
４
―
２
）

※�

国
税
の
領
収
お
よ
び
納
税
証

明
書
の
発
行
は
行
っ
て
い

ま
せ
ん
。

医
療
費
控
除
を
受
け
る
た
め
の 

手
続
き
が
変
わ
り
ま
し
た

　
29
年
分
の
確
定
申
告
か
ら
、

医
療
費
の
領
収
書
の
代
わ
り

に
、「
医
療
費
控
除
の
明
細
書
」

の
添
付
が
必
要
と
な
り
ま
し

た
。
医
療
費
の
領
収
書
の
提
出

は
不
要
と
な
り
ま
す
が
、
医
療

費
の
領
収
書
は
ご
自
宅
で
５
年

間
保
管
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
税
務
署
か
ら
求
め

ら
れ
た
と
き
に
は
、
領
収
書
を

提
示
ま
た
は
提
出
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

　
な
お
、
医
療
保
険
者
か
ら
交

付
を
受
け
た
医
療
費
通
知
を
添

付
す
る
と
、
明
細
の
記
入
を
省

略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
こ
の
医
療
費
通
知
と
は
、
健

康
保
険
組
合
等
が
発
行
す
る

「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」
な
ど

で
す
。
医
療
費
控
除
の
改
正
に

伴
い
、
29
年
分
の
確
定
申
告
か

ら
、
い
わ
ゆ
る
「
医
療
費
の
封

筒
」（
医
療
費
の
明
細
書
が
印

刷
し
て
あ
る
封
筒
）
は
、
税
務

署
や
市
の
窓
口
に
準
備
が
あ
り

ま
せ
ん
の
で
、
医
療
費
控
除
の

添
付
書
類
と
し
て
領
収
書
等
を

提
出
す
る
場
合
に
は
、
必
要
に

応
じ
て
封
筒
を
ご
用
意
く
だ
さ

い
。

※�

29
～
31
年
分
の
確
定
申
告
に

つ
い
て
は
、
28
年
分
ま
で
と

同
様
、
医
療
費
の
領
収
書
の

添
付
ま
た
は
提
示
に
よ
り
代�

え
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

問

い

合

わ

せ

▽�

確
定
申
告
に
関
す
る
こ
と
…�

青
梅
税
務
署
☎
22
・
３
１
８�

５
（
自
動
音
声
で
ご
案
内
し

て
い
ま
す
の
で
、「
２
」
を

選
択
し
て
く
だ
さ
い
）

▽�

住
民
税
に
関
す
る
こ
と
…
市

市
民
税
課
市
民
税
係

　
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別

所
得
税
・
消
費
税
お
よ
び
地

方
消
費
税
・
贈
与
税
の
申
告

は
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
（
国
税
電
子

申
告
・
納
税
シ
ス
テ
ム
）
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
は
、
自
宅
や

オ
フ
ィ
ス
等
か
ら
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
、

申
告
、
申
請
・
届
出
・
納
税

等
が
で
き
る
便
利
な
シ
ス
テ

ム
で
す
。

ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
を 

ご
利
用
い
た
だ
く
前
に

▽�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の�

取
得
…
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
で
申�

告
等
デ
ー
タ
を
送
信
す
る�

際
に
は
、
事
前
に
マ
イ
ナ�

ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
標
準
搭�

載
さ
れ
て
い
る
電
子
証
明�

書
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の�

申
請
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

通
知
カ
ー
ド
に
同
封
さ
れ�

て
い
る
個
人
番
号
カ
ー
ド�

交
付
申
請
書
に
顔
写
真
を�

添
付
し
、
必
要
事
項
を
記

入
の
う
え
、
同
封
の
返
信

用
封
筒
で
地
方
公
共
団
体�

情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
に
郵

送
で
申
請
し
て
く
だ
さ�

い
。
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や

パ
ソ
コ
ン
な
ど
か
ら
の
オ�

ン
ラ
イ
ン
申
請
も
可
能
で�

す
。
な
お
、
マ
イ
ナ
ン
バ�

ー
カ
ー
ド
は
申
請
か
ら
受�

け
取
り
ま
で
に
通
常
１
か�

月
程
度
の
期
間
を
要
し
ま�

す
。
申
請
が
集
中
し
た
場�

合
は
、
受
け
取
り
ま
で
に

さ
ら
に
期
間
を
要
す
る
可

能
性
が
あ
り
ま
す
の
で
、

早
め
に
申
請
し
て
く
だ
さ�

い
。

※�

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
に

搭
載
さ
れ
た
電
子
証
明
書�

を
お
持
ち
の
方
は
、
そ
の

電
子
証
明
書
の
有
効
期
限�

（
発
行
日
か
ら
３
年
）
ま

で
は
、
利
用
可
能
で
す
。

た
だ
し
、
住
所
や
氏
名
等

を
変
更
し
た
場
合
は
、
そ

の
時
点
で
電
子
証
明
書
が�

失
効
し
ま
す
の
で
ご
注
意�

く
だ
さ
い
。

※�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の�

申
請
に
つ
い
て
、
詳
し
く�

は
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
総�

合
サ
イ
ト
H Pw

w
w

.koji 

nb
a
ng

o-ca
rd

.g
o.jp/

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▽�

Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ラ
イ�

タ
の
用
意
…
住
民
基
本
台�

帳
カ
ー
ド
と
個
人
番
号
カ�

ー
ド
で
、
対
応
し
て
い
る

Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ラ
イ�

タ
が
異
な
り
ま
す
。
あ
ら

か
じ
め
、
公
的
個
人
認
証�

ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
H Pw

w
 

w
.jp

ki.g
o.jp

/p
re

p
a
r 

e
/re

a
d
e
r_

w
rite

r.h
t 

m
l

で
確
認
の
う
え
、
家

電
量
販
店
や
イ
ン
タ
ー
ネ�

ッ
ト
の
通
信
販
売
な
ど
で�

お
求
め
く
だ
さ
い
。

▽�

ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
の
初
期
登

録
…
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
H Pw

w
w

.nta
.g

o.j 

p

の
「
確
定
申
告
書
作
成

コ
ー
ナ
ー
」
で
、
初
期
登

録
を
含
む
一
連
の
操
作
で

確
定
申
告
書
の
作
成
か
ら

送
信
ま
で
を
行
う
こ
と
が

で
き
ま
す
。

ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
利
用
の 

メ
リ
ッ
ト
（
所
得
税
）

▽�

添
付
書
類
の
提
出
ま
た
は

提
示
の
省
略
…
源
泉
徴
収�

票
の
記
載
内
容
を
入
力
し�

て
送
信
す
る
こ
と
に
よ

り
、
こ
れ
ら
の
書
類
の
提�

出
ま
た
は
提
示
を
省
略
す�

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。（
法

定
申
告
期
限
か
ら
５
年�

間
、
税
務
署
か
ら
書
類
の

提
出
ま
た
は
提
示
を
求
め�

ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
）

▽�

還
付
が
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
…

ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
で
申
告
さ
れ�

た
還
付
申
告
は
、
早
期
処

理（
３
週
間
程
度
に
短
縮
）

し
て
い
ま
す
。

▽�

受
付
時
間（
送
信
可
能
時
間
）

○�

３
月
15
日
ま
で
…
24
時
間

※�

１
月
15
日
は
午
前
８
時
30

分
か
ら
利
用
可

※�

月
曜
日
　
午
前
零
時
～
８

時
30
分
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス�

時
間
を
除
く

○�

３
月
16
日
以
降
…
月
曜
日

～
金
曜
日
　
午
前
８
時

30
分
～
翌
日
午
前
零
時

※
祝
日
を
除
く

※�

詳
細
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
の
操
作
に
つ
い
て

問�

い
合
わ
せ
　
ｅ
‐
Ｔ
ａ

ｘ
・
作
成
コ
ー
ナ
ー
ヘ
ル

プ
デ
ス
ク
☎
０
５
７
０
・

01
・
５
９
０
１

※�

つ
な
が
ら
な
い
場
合
は
☎

03
・
５
６
３
８
・
５
１
７
１

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ�

い
。

受�

付
時
間
　
月
～
金
曜
日
　

　
午
前
９
時
～
午
後
５
時

※
祝
日
を
除
く

※�

３
月
15
日
ま
で
の
月
～
金

曜
日
、
２
月
18
日
・
25
日
、

３
月
４
日
・
11
日
の
日
曜

日
は
、
午
前
９
時
～
午
後

８
時
ま
で

※�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

交
付
手
続
き
に
つ
い
て
は�

市
市
民
課
へ
お
問
い
合
わ�

せ
く
だ
さ
い
。

　
納
税
者
か
ら
の
依
頼
を
受

け
て
行
う
税
務
代
理
、
税
務

書
類
の
作
成
お
よ
び
税
務
相

談
な
ど
の
税
理
士
業
務
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
法

律
で
税
理
士
、
税
理
士
法
人

等
に
限
ら
れ
て
い
ま
す
。
税

理
士
で
な
い
の
に
、
税
理
士

業
務
を
行
っ
て
い
る
、
い
わ

ゆ
る
に
せ
税
理
士
に
税
理
士

業
務
を
依
頼
し
た
場
合
、
不

測
の
損
害
を
受
け
た
り
、
あ

と
あ
と
ま
で
税
務
上
の
ト
ラ

ブ
ル
の
原
因
と
な
る
お
そ
れ

も
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

　
税
理
士
で
あ
る
か
ど
う
か

の
確
認
に
つ
い
て
は
、
税
理

士
証
票
の
提
示
を
受
け
て
確

認
す
る
ほ
か
、
日
本
税
理
士

会
連
合
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の

税
理
士
情
報
検
索
サ
イ
ト
で

検
索
を
行
っ
た
り
、
東
京
税

理
士
会
青
梅
支
部
へ
問
い
合

わ
せ
て
確
認
す
る
こ
と
も
で

き
ま
す
。

問�

い
合
わ
せ
　
東
京
税
理
士�

会
青
梅
支
部
☎
23
・
２
３�

３
１

に
せ
税
理
士
お
よ
び
に
せ
税
理
士
法
人
に 

ご
注
意
く
だ
さ
い

申
告
書
や
青
色
申
告
書
な
ど
を 

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
作
成
で
き
ま
す

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
申
告
・
納
税 

ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
（
国
税
電
子
申
告
・
納
税
シ
ス
テ
ム
）

　
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の

「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー

ナ
ー
」
で
は
、
画
面
の
案
内

に
従
っ
て
金
額
等
を
入
力
す

る
こ
と
で
、
所
得
税
お
よ
び

復
興
特
別
所
得
税
・
贈
与
税
・

個
人
事
業
者
の
消
費
税
お
よ

び
地
方
消
費
税
の
申
告
書
や

青
色
申
告
決
算
書
な
ど
を
作

成
で
き
ま
す
。

　
作
成
し
た
デ
ー
タ
は
、
プ

リ
ン
ト
ア
ウ
ト
し
て「
書
面
」

に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
も
で

き
る
ほ
か
、ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ（
国

税
電
子
申
告
・
納
税
シ
ス
テ

ム
）
を
利
用
し
て
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、「
所
得
税
及
び
復

興
特
別
所
得
税
の
確
定
申
告

の
手
引
き
」
や
申
告
書
用
紙

等
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き

ま
す
の
で
ご
活
用
く
だ
さ

い
。

税
務
署
職
員
等
に
よ
る 

出
張
申
告
相
談

　
青
梅
税
務
署
職
員
お
よ
び

税
理
士
に
よ
る
所
得
税
お
よ

び
復
興
特
別
所
得
税
、
個
人

事
業
者
の
消
費
税
お
よ
び
地

方
消
費
税
の
確
定
申
告
書
等

の
作
成
の
ア
ド
バ
イ
ス
、
申

告
書
等
の
提
出
の
受
け
付
け

は
、
今
年
度
か
ら
、
青
梅
市

役
所
の
会
場
は
廃
止
と
な
り

ま
し
た
。
青
梅
税
務
署
で
申

告
・
相
談
を
お
願
い
し
ま
す
。


